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取りまとめの考え方 

Well-beingに関する関係府省庁間の情報共有、優良事例の横展開に資するよう、

関係府省庁における Well-beingに関する取組について取りまとめる。 

Well-being について確立された定義はないが、身体的・精神的・社会的に「良い状態」を

表す（慶応大学・前野教授）といった定義例にあるように、非常に幅広い概念である。 

このため、Well-being に関する取りまとめにおいては、一定の目安を定めた上で、 

①目安に適合するものは取りまとめ対象とし、  

②目安に適合しないものであっても、各府省庁において Well-being に関連すると考える

ものは幅広く取りまとめの対象とする。 

また、OECD が主観的 Well-being の計測に関するガイドラインを策定する等の状況を踏

まえ、主観的 Well-being の計測を重視するが、取りまとめにあたっては主観的 well-being

の計測以外の事項も含むものとする。 

 

１．基本計画等のＫＰＩに関する取りまとめ 

（１－１）基本計画等のリストアップ 

経済財政運営と改革の基本方針 2023（2023 年 6 月閣議決定）において「政府の各種の

基本計画等におけるＫＰＩへの Well-being 指標の導入を加速する」とされたところ。政府内

に様々な基本計画等がある中で、今後の Well-being に関する KPI の設定等の検討に資す

るよう、以下の目安を満たす基本計画等をリストアップする。 

 

（基本計画等のリストアップの目安） 

①国民生活に直接関係する分野の基本計画等 

②毎年又は複数年ごとに決定・改定する基本計画等 

③総合的・計画的な基本計画等（例：個別河川の基本計画は原則として対象としない） 

④ＫＰＩ・参考指標等を策定している基本計画等 

 

（１－２）基本計画等における KPI 

上の（１）でリストアップした基本計画等のＫＰＩ等に関して、 

①現行のＫＰＩにおける Well-being 関連指標（※）の設定状況 

②今後の改定時における Well-being 関連指標（※）の追加、見直しの方向性 

 について記載する。その際、KPI として多数の Well-being 関連指標が設定されている場

合、代表的なものを抽出する。 

 

資料４ 



 
 

（※）Well-being 関連指標には、以下のいずれも含む 

ア）主観的 Well-being 指標（例：生活満足度、自己肯定感、住環境に満足している割合） 

イ）生活の質を示すアウトカム指標（例：文化芸術活動への参加率、子供の貧困率等） 

 

２．Well-being に関する取組・予算額 

関係省庁で取り組んでいる Well-being（特に主観的 Well-being の計測）に関する 

①統計・調査 

②分析・研究等 

③実証事業 

について、取組概要と予算額を取りまとめる。 
 

＜具体的なイメージ＞ 

①統計・調査 

・主観的 well-being に関する調査項目を設定している統計調査、意識調査等（委託調

査、所管の独立行政法人が実施する統計・調査を含む） 

・原則として複数回実施する統計・調査（単発の統計・調査は原則対象としない） 

②分析・研究 

・白書・報告書等における主観的 Well-being に関する分析のうち、概ね過去３年以内

に実施したもの（例：労働者の満足度に関する分析等） 

・政府内の各種研究費を活用した、大学・研究機関・民間企業等による主観的 Well-

being の計測に関する研究（例：研究脳波センサーで精神状況を把握する研究等） 

③実証事業等 

   ・実証事業について、満足度等の主観的 well-being の変化を把握するもの 

   ・現在は主観的 well-being について調査していないが、今後、実証事業に合わせて調

査することが考えられるもの 

 

＜取りまとめる事項＞ 

 ・これまでの取組状況の概要 

 ・Well-being に関する今後の取組方針（統計・調査項目の見直し、分析・研究の予定、実

証事業に well-being の要素をどのように加えるか等） 

 ・令和５年度予算額、令和６年度予算概算決定額（白書等の予算を伴わない分析等につ

いては、予算額は「－」と記載。隔年予算等は過年度予算額を記載。） 

 

  



 
 

【参考】OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being（抜粋） 

 

主観的 Well-beingの測定は、「幸せ（happiness）」を測ることに限定されていると

考えられがちである。実際には、主観的 Well-being には単なる幸せ以上の様々な概

念が含まれている。このガイドラインでは、比較的広義の主観的 Well-being が用い

られている。特に、主観的 Well-beingは次のように捉えられている。 
  

肯定的な物から否定的なものまで、人々が自分の生活について行うあらゆる評価と、

人々が自身の経験に対して示す感情的反応を含む良好な精神状態。 
  
この定義は包括的なものであり、この分野における研究によって一般に認識されて

いる主観的 Well-being の様々な面をすべて網羅することを意図している。何よりも

まず、人々が自分の生活全体をどのように体験し、評価しているかを測ることが含ま

れる。しかし、このガイドラインではその他に、例えば財産状態や健康状態について

の満足度など、生活の特定側面に対する人々の経験と評価の測定、さらに人生の「有

意義さ」または「目的」（主観的 Well-beingの「エウダイモニア的」側面と呼ばれる）

の測定についても、助言を行っている。したがって、主観的 Well-being の定義には

次の３要素が含まれる。 
  
 生活評価：ある人の生活またはその特定側面に対する自己評価。 

 感情：ある人の気持ちまたは情動状態、通常は特定の一時点を基準にして測

る。 

 エウダイモニア（eudaimonia）:人生における意義と目的意識、または良好な

精神的機能。 
  
 このガイドラインでは、健康状態の自己評価や、個人が大気の質をどう自覚してい

るかといった客観的概念の主観的尺度は取り上げていない。この種の質問を測るツー

ルは「主観的」であるが、調査対象となっている事柄自体は主観的ではなく、第三者

による観察が可能である。しかし、財政状態や健康状態への満足度のような、人々の

生活の特定の領域に対する自己評価の測定については、助言も行っている。本書に収

録されている主観的 Well-being の概念の特徴は、調査対象となっている人だけが評

価した、情動や精神的機能に関する情報を提供できるということである。つまり、人々

の個人的な見解のみが関心の対象だということである。 

 

 

（備考） 

訳は、桑原進監訳・高橋しのぶ訳「主観的幸福を測る」（2015 年発行）明石書店、

による。ただし同書では Well-being が「幸福」と訳されている一方、Well-being に

は他にも「身体的・精神的・社会的に『良い状態』を表す」といった定義例もあることから、こ

こでは「幸福」等と訳さず、単に「Well-being」としている。 


